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に

　

漢
武
帝
の
時
代
に
、
司
馬
遷
が
著
述
し
た
『
史
記
』（《
太
史
公
書
》）
は
、
宣
帝
の
時
代
に
外
孫
の
楊
惲
が
祖
述
し
て
、
世
に
広
ま
っ

た
と
い
う
。
成
帝
の
時
代
に
は
、
天
下
の
書
籍
を
収
集
し
て
、
王
朝
の
図
書
を
整
理
す
る
事
業
が
あ
っ
た
。
そ
の
目
録
は
『
漢
書
』
芸

文
志
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
六
芸
、
諸
子
、
詩
賦
、
兵
書
、
数
術
、
方
技
略
の
六
分
類
と
な
っ
て
い
る
。
司
馬
遷
の
「
太
史
公

百
三
十
篇
」
は
、
こ
の
う
ち
六
芸
略
の
春
秋
家
に
分
類
さ
れ
、『
春
秋
左
氏
伝
』
な
ど
の
あ
と
、『
世
本
』
や
『
戦
国
策
』
と
�
緒
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
漢
代
に
、
ま
だ
「
史
」
と
い
う
部
門
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
史
学
が
独
立
し
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ

て
い
る（

１
）。

　
「
史
」
と
い
う
部
門
が
明
確
に
み
え
る
の
は
、
唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
隋
書
』
経
籍
志
の
分
類
で
あ
る
。
そ
の
分
類
は
、
１
経
、
２
史
、

３
子
、
４
集
の
四
部
門
で
あ
る
。「
史
」
の
最
初
が
正
史
で
あ
り
、
こ
こ
に
『
史
記
』『
漢
書
』
以
来
の
歴
史
書
が
分
類
さ
れ
て
い
る（

２
）。

従

来
の
中
国
史
学
史
で
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
史
部
の
う
ち
、
と
く
に
正
史
と
『
史
記
』
の
位
置
づ
け
や
、『
史
記
』『
漢
書
』
の
異
同
を

論
じ
て
い
る
研
究
が
多
い（

３
）。

し
か
し
史
部
に
は
、
正
史
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
分
類
に
も
多
く
の
書
籍
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

『
史
記
』
の
成
立
と
史
学

藤　

田　

勝　

久
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こ
で
史
学
の
成
立
を
考
え
る
に
は
、『
史
記
』
と
と
も
に
、
他
の
分
類
に
み
え
る
書
籍
の
位
置
づ
け
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
『
史
記
』
の
成
立
と
史
学
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
�
に
、『
史
記
』
の
編
集
と
出
土
資
料
の
関
係
を
整
理

し
て
お
き
た
い
。
二
に
、『
漢
書
』
芸
文
志
の
書
籍
と
、
漢
代
の
歴
史
資
料
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
三
に
、『
隋
書
』
経
籍
志
の
史

部
に
み
え
る
書
籍
と
、
唐
代
ま
で
の
歴
史
資
料
と
の
関
係
を
検
討
し
て
、『
史
記
』
と
史
学
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　
『
史
記
』
の
編
集
と
出
土
資
料

　

司
馬
遷
は
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
で
、
著
述
の
背
景
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
�
は
、
漢
王
朝
に
な
っ
て
「
百
年
之
間
、
天

下
遺
文
古
事
靡
不
畢
集
太
史
公
」
と
総
括
し
、
司
馬
遷
は
太
史
令
と
な
っ
て
「
史
記
、
石
室
・
金
匱
之
書
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
。
ま
た
編
集
に
当
た
っ
て
は
、「
罔
羅
天
下
放
失
旧
聞
」
し
、「
序
略
、
以
拾
遺
補
芸
、
成
�
家
之
言
、
厥
協
六
経
異
伝
、
整
斉
百
家
雑
語
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
『
史
記
』
は
、
基
本
的
に
漢
王
朝
に
収
集
さ
れ
た
先
行
資
料
を
編
集
し
た
著
述
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
史
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
父
と
司
馬
遷
の
経
歴
を
考
証
し
て
、
発
憤
に
よ
る
著
書
と
す
る
説
や
、
儒
学

と
公
羊
学
と
の
関
係
、
天
人
相
関
、
歴
史
思
想
な
ど
の
方
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い（

４
）。

こ
れ
に
対
し
て
、『
史
記
』
の
構
造
に
即

し
て
、
素
材
と
編
集
を
考
察
し
た
研
究
は
少
な
い
。
佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
�
九
九
七
年
）
は
、
中
国
と
日
本
の

先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
司
馬
遷
の
家
系
や
、
司
馬
談
と
歴
史
、
司
馬
遷
の
生
年
・
旅
行
・
官
歴
、
李
陵
の
禍
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る（
５
）。

第
七
章
「『
史
記
』
の
編
纂
過
程
」
で
は
、
司
馬
談
の
作
成
し
た
篇
に
つ
づ
い
て
、
李
陵
の
禍
よ
り
以
前
と
以
後
の
篇
に
分
け
て
、

作
成
の
順
序
と
特
徴
を
述
べ
、
さ
ら
に『
史
記
』の
内
容
上
の
特
色
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は『
史
記
』研
究
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
中
国
で
は
、
�
九
七
〇
年
代
以
降
に
出
土
資
料
の
数
量
が
増
加
し
、
二
十
�
世
紀
に
は
古
墓
や
井
戸
、
遺
跡
の
資
料
が
さ
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ら
に
豊
富
に
な
っ
て
い
る（

６
）。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
出
土
資
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、『
史
記
』
の
素
材
と
編
集
や
、
記
事
資
料
の
信
頼
性

を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著
『
史
記
戦
国
史
料
の
研
究
』（
�
九
九
七
年
、
中
文
訳
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年
）
や
、
拙
稿
「
戦
国
、
秦
代
出
土
史
料
と
『
史
記
』」（
二
〇
�
〇
年
）
で
論
じ
て
い
る（

７
）。

そ
の
要
点
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　

�
、
戦
国
・
秦
代
の
出
土
資
料
を
分
析
し
て
、
司
馬
遷
の
利
用
し
た
系
統
と
、
利
用
し
な
か
っ
た
系
統
の
資
料
を
全
体
的
に
整
理
し
て

み
る
と
、
司
馬
遷
が
素
材
を
取
捨
選
択
し
て
編
集
し
た
方
法
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
司
馬
遷
は
、
歴
史
の
基
準
と
し
て
紀
年
資
料
を

利
用
し
て
い
る
。
利
用
し
た
紀
年
の
�
部
は
、『
史
記
』
六
国
年
表
の
序
文
で
「
秦
記
」
に
も
と
づ
く
と
記
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
睡
虎

地
秦
簡
『
編
年
記
』
や
周
家
台
秦
墓
の
暦
譜
、
里
耶
秦
簡
の
秦
紀
年
と
の
比
較
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
系
譜
で
は
、
出
土
資
料

に
戦
国
楚
簡
の
包
山
楚
簡
や
、
望
山
�
号
墓
、
新
蔡
楚
墓
の
卜
筮
祭
祷
簡
に
楚
の
系
譜
が
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
�
部
で
は
あ
る
が
、

『
史
記
』
で
各
国
系
譜
を
利
用
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
阜
陽
双
古
堆
漢
簡
の
「
年
表
」
は
、
竹
簡
に
横
線
を
引
い
て
各
国
の
君

主
を
�
覧
し
て
お
り
、
す
で
に
各
国
を
�
覧
し
た
系
譜
が
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
紀
年
資
料
と
系
譜
は
、
司
馬

遷
が
利
用
し
た
漢
代
の
伝
え
に
も
当
初
の
記
録
を
温
存
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
比
較
的
に
変
化
が
少
な
い
記
録
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

『
史
記
』
で
は
、
戦
国
故
事
や
説
話
の
記
事
資
料
を
利
用
し
て
い
る
。

　

二
、
こ
れ
に
対
し
て
、
司
馬
遷
が
利
用
し
な
か
っ
た
系
統
の
出
土
資
料
は
、
楚
暦
な
ど
が
あ
る
。
秦
国
と
異
な
る
系
統
の
暦
は
、
包
山

楚
簡
の
楚
暦
や
、
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』、
睡
虎
地
秦
簡
「
為
吏
之
道
」
の
魏
律
の
魏
暦
に
み
え
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
秦
の
法
令
や
、
秦

の
行
政
文
書
、
財
務
資
料
、
秦
と
楚
の
司
法
関
係
の
記
録
も
出
土
し
て
い
る
が
、『
史
記
』
に
は
見
え
な
い
資
料
で
あ
る
。
秦
の
法
令
は
、

青
川
県
木
牘
と
睡
虎
地
秦
簡
の
秦
律
、
龍
崗
秦
簡
の
律
令
、
岳
麓
書
院
所
蔵
秦
簡
の
律
令
雑
抄
な
ど
が
あ
る
。
秦
の
行
政
文
書
と
財
務
資

料
に
は
、
睡
虎
地
秦
簡
「
語
書
」
と
里
耶
秦
簡
が
あ
る
。
司
法
裁
判
の
資
料
に
は
、
包
山
楚
簡
の
文
書
簡
や
、
睡
虎
地
秦
簡
『
封
診
式
』、

岳
麓
書
院
所
蔵
秦
簡
の
奏
讞
書
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
多
く
の
文
書
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
史
記
』
秦
本
紀
や
秦
始
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皇
本
紀
、
戦
国
世
家
に
は
、
秦
国
と
趙
国
以
外
の
暦
や
、
秦
を
ふ
く
む
諸
国
の
行
政
文
書
、
司
法
裁
判
の
系
統
の
資
料
が
ふ
く
ま
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
司
馬
遷
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
採
用
し
な
か
っ
た
資
料
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る（

８
）。

　

三
、
こ
の
よ
う
に
『
史
記
』
に
共
通
す
る
資
料
と
、
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
系
統
の
資
料
を
比
較
し
て
み
る
と
、
２
つ
の
特
徴
が
み
え
て

く
る
。
１
に
、
司
馬
遷
が
利
用
し
た
資
料
は
、
漢
代
ま
で
に
�
定
の
編
集
を
へ
た
書
籍
の
形
態
を
も
つ
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
出
土
資
料
で
は
、
竹
簡
・
帛
書
に
書
か
れ
た
保
存
を
意
識
す
る
文
書
・
書
籍
と
共
通
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
反

対
に
利
用
し
て
い
な
い
系
統
の
資
料
は
、
書
籍
の
形
態
で
あ
っ
て
も
『
史
記
』
と
は
異
な
る
佚
文
で
あ
る
。
ま
た
里
耶
秦
簡
の
木
牘
に
書

か
れ
た
記
録
の
よ
う
に
、
実
務
の
処
理
を
す
る
資
料
も
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
司
馬
遷
が
利
用
し
た
中
央
の
資
料
と
、

出
土
資
料
に
反
映
さ
れ
て
い
る
地
方
資
料
の
違
い
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
地
方
の
法
令
や
行
政
文
書
は
、
中
央
と
地
方
の

や
り
取
り
を
示
し
て
お
り
、
中
央
で
も
入
手
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

２
に
、
司
馬
遷
が
利
用
し
た
系
統
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
る
と
、
太
史
令
が
所
属
す
る
太
常
の
資
料
を
基
本
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
太

常
の
職
務
に
関
連
す
る
祭
祀
儀
礼
や
、
太
史
令
に
関
す
る
暦
・
紀
年
資
料
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
系
譜
や
、
戦
国
故
事
、
説
話
な
ど
の
記

事
資
料
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
史
記
』
と
共
通
し
な
い
系
統
の
資
料
は
、
丞
相
と
御
史
大
夫
に
関
す
る
律
令
と
行
政
文

書
や
、
廷
尉
に
関
す
る
裁
判
の
案
件
、
治
粟
内
史
に
関
す
る
財
務
資
料
な
ど
に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
『
史
記
』
が
、
漢
王
朝
の
書
籍

と
記
録
を
重
視
し
て
お
り
、
と
く
に
太
常
と
太
史
の
書
籍
に
関
連
す
る
と
い
う
性
格
が
う
か
が
え
る
。

  

四
、
中
国
の
出
土
書
籍
は
、
こ
れ
ま
で
『
漢
書
』
芸
文
志
の
目
録
と
関
連
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
目
録
に
見
え
な
い
書
物
は
、

新
し
い
佚
文
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る（

９
）。『

史
記
』
の
素
材
を
分
析
し
て
み
る
と
、
こ
の
『
漢
書
』
芸
文
志
に
み
え
る
文
献
と
共
通
す
る

出
土
書
籍
が
あ
る
。
し
か
し
伝
来
の
文
献
で
は
、
文
章
の
構
文
や
字
句
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
劉
向
の
書
録
が
参
考

と
な
る
。
た
と
え
ば
劉
向
は
『
管
子
』
八
十
六
篇
の
定
本
を
作
成
す
る
と
き
、
中
外
の
書
を
収
集
し
て
得
た
五
百
六
十
四
篇
を
基
礎
と
し
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て
、
そ
の
重
複
を
除
い
て
整
理
し
て
い
る）

（（
（

。
収
集
し
た
書
は
、
以
下
の
よ
う
な
種
類
で
あ
り
、
整
理
さ
れ
た
書
籍
が
古
典
の
定
本
と
な
る
。

　
　

護
左
都
水
使
者
光
禄
大
夫
臣
向
言
、
中
管
子
書
三
百
八
十
九
篇
、
大
中
大
夫
卜
圭
書
二
十
七
篇
、
臣
富
参
書
四
十
�
篇
、
射
声
校
尉

立
書
十
�
篇
、
太
史
書
九
十
六
篇
、
凡
中
外
書
五
百
六
十
四
篇
。
以
校
、
除
複
重
四
百
八
十
四
篇
。
定
著
八
十
六
篇
。
殺
青
而
書
可

繕
寫
也
。

　

こ
こ
で
は
王
朝
の
秘
府
に
あ
る
中
書
三
百
八
十
九
篇
と
、
太
史
書
九
十
六
篇
が
定
本
の
分
量
よ
り
も
多
い
書
籍
を
収
蔵
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
大
中
大
夫
や
臣
富
参
、
射
声
校
尉
の
書
は
、
定
本
の
八
十
六
篇
に
満
た
な
い
異
本
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
書
整
理
の
状

況
を
、
出
土
書
籍
と
比
較
す
る
と
、
前
漢
末
よ
り
以
前
の
古
墓
に
副
葬
さ
れ
た
書
籍
は
、
最
終
的
な
定
本
の
基
礎
と
な
っ
た
異
本
に
類
す

る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
司
馬
遷
が
利
用
し
た
素
材
は
、
こ
の
よ
う
な
典
籍
の
異
本
の
�
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
古
墓
の
異
本
と

字
句
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

五
、
し
た
が
っ
て
『
史
記
』
の
信
頼
性
は
、
司
馬
遷
が
取
捨
選
択
し
た
『
史
記
』
の
素
材
と
編
集
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
秦
の
紀
年
資
料
と
系
譜
の
�
部
の
よ
う
に
、
変
化
が
少
な
い
記
録
に
も
と
づ
く
資
料
は
、
歴
史
研
究
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
『
史
記
』
戦
国
秦
代
の
史
料
で
は
、
秦
本
紀
と
秦
始
皇
本
紀
、
六
国
年
表
、
戦
国
世
家
の
年
代
に
差
異
が
あ
る
点
や
、
後
世

の
数
字
の
誤
写
、
編
集
ミ
ス
な
ど
の
誤
り
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
史
実
が
疑
わ
し
い
資
料
は
、
伝
承
の
変
遷
を
受
け

た
記
事
資
料
に
多
い
。
こ
れ
は
司
馬
遷
が
、
漢
代
に
伝
え
ら
れ
た
資
料
を
利
用
し
た
こ
と
が
原
因
と
推
測
さ
れ
る
。
出
土
資
料
と
の
比
較

で
い
え
ば
、
実
際
の
年
代
に
近
い
戦
国
楚
簡
、
秦
簡
に
は
異
聞
が
多
く
、
漢
代
の
資
料
と
共
通
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う

な
傾
向
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
史
記
』
で
は
、
個
人
の
事
績
と
し
て
疑
わ
し
い
虚
構
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
歴
史
背
景
と
し
て
は
当

時
の
実
情
を
反
映
し
て
い
る
場
合
が
あ
る）

（（
（

。

　

以
上
が
『
史
記
』
と
出
土
資
料
を
比
較
し
た
考
察
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
史
記
』
を
伝
来
の
文
献
テ
キ
ス
ト
と
す
る
の
で
は
な
く
、
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竹
簡
や
木
簡
、
帛
書
の
素
材
を
編
集
し
た
簡
牘
の
原
形
と
し
て
、『
史
記
』
の
成
立
と
構
造
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
睡
虎

地
秦
簡
や
張
家
山
漢
簡
な
ど
の
釈
文
を
テ
キ
ス
ト
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
紙
が
普
及
す
る
ま
え
の
簡
牘
を
復
元
し
た
出
土
資
料
と
し
て

分
析
す
る
方
法
と
同
じ
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
特
徴
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
で
き
る
。
そ
れ
は
�
に
、
司
馬
遷
が
利
用
し
た
系
統
の
資
料
は
、

『
漢
書
』
芸
文
志
と
共
通
す
る
よ
う
な
書
籍
に
属
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
二
に
、
漢
代
に
は
歴
史
の
資
料
と
な

る
法
律
や
行
政
文
書
、
司
法
文
書
、
財
務
の
資
料
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
ま
だ
書
籍
の
形
態
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
書
籍
で
は
な
い
系
統
の
資
料
は
、『
史
記
』
に
利
用
さ
れ
る
場
合
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
史
記
』
の
素

材
だ
け
で
は
な
く
、
漢
代
の
資
料
を
全
体
的
に
理
解
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
『
漢
書
』
芸
文
志
の
分
類
と
、『
史
記
』
の
位

置
づ
け
を
考
え
る
と
き
に
も
、
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

二　
『
漢
書
』
芸
文
志
と
歴
史
資
料

　

前
漢
の
成
帝
期
で
は
、
天
下
の
書
籍
を
集
め
る
と
と
も
に
、
光
禄
大
夫
の
劉
向
を
中
心
と
し
て
、
書
写
し
た
図
書
の
分
類
・
整
理
を
し

た
。
そ
の
担
当
は
、
劉
向
が
経
伝
・
諸
子
・
詩
賦
の
部
門
で
、
歩
兵
校
尉
の
任
宏
が
兵
書
、
太
史
令
の
尹
咸
が
数
術
、
侍
医
の
李
柱
国
が

方
技
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
司
馬
遷
と
同
じ
太
史
令
は
、
数
術
略
に
ふ
く
ま
れ
る
天
文
、
暦
譜
、
占
い
な
ど
の
専
門
家
で
あ
る
。
そ
の

後
、
劉
向
・
劉
歆
の
父
子
が
作
成
し
た
叙
録
は
、
芸
文
志
の
目
録
に
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
六
分
類
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

六
芸
略
：
易
、
書
、
詩
、
礼
、
楽
、
春
秋
、
論
語
、
孝
経
、
小
学

　
　

諸
子
略
：
儒
家
、
道
家
、
陰
陽
家
、
法
家
、
名
家
、
墨
家
、
縦
横
家
、
雑
家
、
農
家
、
小
説
家

　
　

詩
賦
略
：
屈
原
賦
之
属
、
陸
賈
賦
之
属
、
荀
卿
賦
之
属
、
雑
賦
、
歌
詩
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兵
書
略
：
兵
権
謀
、
兵
形
勢
、
兵
陰
陽
、
兵
技
巧

　
　

数
術
略
：
天
文
、
暦
譜
、
五
行
、
蓍
亀
、
雑
占
、
形
法

　
　

方
技
略
：
医
経
、
経
方
、
房
中
、
神
僊

  

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
史
記
』
は
、
後
世
で
は
歴
史
書
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
当
時
に
は
「
史
」
の
項
目
が
な
く
、
六
芸
略
の
春
秋
家
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
春
秋
家
は
、

二
十
三
家
で
九
百
四
十
八
篇
と
記
し
て
お
り
、 『
史
記
』
は
「
太
史
公
百
三
十
篇
」
と
し
て
、 『
国
語
』『
新
国
語
』『
世
本
』『
戦
国
策
』『
奏

事
』『
楚
漢
春
秋
』
の
あ
と
に
見
え
て
い
る
。

　
　

春
秋
古
経
十
二
篇
、
経
十
�
巻
。
左
氏
伝
三
十
巻
。
公
羊
伝
十
�
巻
。
穀
梁
伝
十
�
巻
。
鄒
氏
伝
十
�
巻
。
夾
氏
伝
十
�
巻
。
左
氏

微
二
篇
。
鐸
氏
微
三
篇
。
張
氏
微
十
篇
。
虞
氏
微
伝
二
篇
。
公
羊
外
伝
五
十
篇
。
穀
梁
外
伝
二
十
篇
。
公
羊
章
句
三
十
八
篇
。
穀
梁

章
句
三
十
三
篇
。
公
羊
雑
記
八
十
三
篇
。
公
羊
顏
氏
記
十
�
篇
。
公
羊
董
仲
舒
治
獄
十
六
篇
。
議
奏
三
十
九
篇
。

　
　

国
語
二
十
�
篇
。
新
国
語
五
十
四
篇
。
世
本
十
五
篇
。
戦
国
策
三
十
三
篇
。
奏
事
二
十
篇
。
楚
漢
春
秋
九
篇
。
太
史
公
百
三
十
篇

（『
史
記
』）。〔
十
篇
有
録
無
書
。 

〕
馮
商
所
續
太
史
公
七
篇
。
太
古
以
來
年
紀
二
篇
。
漢
著
記
百
九
十
巻
。
漢
大
年
紀
五
篇
。
凡
春

秋
二
十
三
家
、
九
百
四
十
八
篇
。

  

『
漢
書
』
芸
文
志
で
は
春
秋
家
に
つ
い
て
、 

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
左
史
が
言
を
記
し
た
も
の
は
『
尚
書
』
と
な
り
、

右
史
が
事
を
記
し
た
も
の
は
『
春
秋
』
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
古
の
王
者
の
史
官
に
あ
た
る
も
の
が
、
孔
子
が
編
纂
し
た
『
春
秋
』

以
降
の
書
籍
で
あ
る
と
い
う
。

　
　

古
之
王
者
世
有
史
官
、
君
舉
必
書
、
所
以
慎
言
行
、
昭
法
式
也
。
左
史
記
言
、
右
史
記
事
、
事
為
春
秋
、
言
為
尚
書
、
帝
王
靡
不
同

之
。
周
室
既
微
、
載
籍
残
缺
、
仲
尼
思
存
前
聖
之
業
、
乃
称
曰
、
夏
禮
吾
能
言
之
、
杞
不
足
徵
也
。
殷
禮
吾
能
言
之
、
宋
不
足
徵
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也
。
文
獻
不
足
故
也
、
足
則
吾
能
徵
之
矣
。
以
魯
周
公
之
国
、
禮
文
備
物
、
史
官
有
法
、
故
與
左
丘
明
観
其
史
記
、
據
行
事
、
仍

人
道
、
因
興
以
立
功
、
就
敗
以
成
罰
、
假
日
月
以
定
暦
數
、
藉
朝
聘
以
正
禮
楽
。
有
所
襃
諱
貶
損
、
不
可
書
見
、
口
授
弟
子
、
弟

子
退
而
異
言
。
丘
明
恐
弟
子
各
安
其
意
、
以
失
其
真
、
故
論
本
事
而
作
伝
、
明
夫
子
不
以
空
言
説
経
也
。
春
秋
所
貶
損
大
人
當
世

君
臣
、
有
威
権
勢
力
、
其
事
實
皆
形
於
伝
、
是
以
隱
其
書
而
不
宣
、
所
以
免
時
難
也
。

　

こ
の
よ
う
に
春
秋
家
に
『
史
記
』
を
分
類
す
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
た
と
え
ば
内
藤
湖
南
は
、
司
馬
遷
が

『
史
記
』
を
作
っ
た
の
は
春
秋
の
精
神
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
点
は
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
体
裁
は
全
く
別
物
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し

劉
向
・
劉
歆
の
父
子
が
別
録
・
七
略
を
作
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
書
籍
は
な
か
っ
た
た
め
、
歴
史
に
属
す
べ
き
著
述
で
も
別
の
分
類
に
入

れ
た
と
み
な
し
て
い
る
。『
史
記
』
の
場
合
は
春
秋
家
で
あ
り
、『
義
奏
』
は
尚
書
家
に
入
り
、
劉
向
の
『
新
序
』『
説
苑
』
は
儒
家
に
入
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
『
史
記
』
の
よ
う
に
、
古
今
の
沿
革
を
総
括
し
た
著
述
は
�
般
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
ま
だ
史
部
と
い
う
部
門
を
設

け
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
に
『
史
記
』
の
体
裁
を
学
ん
で
著
述
す
る
も
の
が
現
れ
、
班
固
の
『
漢
書
』
が
で
き
る
と
歴
代
の
正
史
は
こ
れ

に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
�
部
分
の
体
裁
を
学
ん
だ
伝
記
や
制
度
な
ど
の
著
述
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
を
�
つ
の
部
類
と

す
る
必
要
が
生
じ
、
晋
代
の
こ
ろ
か
ら
書
籍
を
四
部
に
分
け
る
習
慣
が
で
き
た
と
き
に
、
そ
れ
は
史
部
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

は
先
に
み
た
『
史
記
』
の
取
材
か
ら
、
い
く
つ
か
の
補
足
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
�
は
、『
史
記
』
の
総
合
的
な
著
述
と
の
関
係
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
『
史
記
』
を
作
成
す
る
と
き
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
収
録
さ
れ
る

書
籍
に
属
す
る
資
料
を
多
く
利
用
し
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
芸
文
志
の
六
芸
、
諸
子
、
詩
賦
、
兵
書
、
数
術
、
方
技
略
に
は
『
史
記
』

の
素
材
と
な
る
書
籍
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
厳
密
に
い
え
ば
同
じ
書
籍
で
は
な
く
、
定
本
と
な
る
前
の
書
籍
（
異
本
）
の
各
篇
で

あ
る）

（（
（

。
六
芸
略
で
は
書
、
詩
、
春
秋
、
論
語
な
ど
が
ふ
く
ま
れ
、
春
秋
家
に
は
『
春
秋
左
氏
伝
』『
公
羊
伝
』『
国
語
』『
世
本
』『
戦
国
策
』

な
ど
が
あ
る
。
諸
子
略
に
は
、
儒
家
の
劉
向
所
序
六
十
七
篇
（『
新
序
』『
説
苑
』『
列
女
伝
』
な
ど
）
や
、
縦
横
家
、
法
家
、
雑
家
の
『
呂
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氏
春
秋
』
な
ど
が
あ
る
。
詩
賦
略
に
は
屈
原
賦
な
ど
が
あ
る
。
兵
書
略
に
は
孫
子
（
孫
武
、
孫
臏
）
や
公
孫
鞅
、
呉
起
の
兵
法
が
あ
る
。

数
術
略
に
は
、
天
文
、
暦
譜
と
占
い
が
あ
り
、
方
技
略
に
は
扁
鵲
倉
公
列
伝
に
関
連
す
る
医
経
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
な
か
で
歴
史
に
関
す

る
資
料
を
収
録
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
総
合
し
た
書
籍
を
み
る
と
、『
史
記
』
の
ほ
か
に
は
六
芸
略
の
『
尚
書
』
と
、
春
秋
家
の

『
春
秋
左
氏
伝
』『
国
語
』『
世
本
』『
戦
国
策
』
が
、
ほ
ぼ
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
漢
代
で
は
、
歴
史
と
人
物
を
評
価
す
る
総
合
的
な
書

物
は
、『
尚
書
』
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
れ
は
春
秋
家
に
属
す
る
書
物
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
漢
書
』
芸
文
志
の
春
秋
家
に
つ
い
て
述
べ

て
い
た
よ
う
に
、 『
史
記
』
を
古
の
王
者
の
史
官
に
つ
づ
く
書
物
と
み
な
す
視
点
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
が
春
秋
家
に
分
類
す
る
共
通

し
た
考
え
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
は
、
司
馬
遷
が
利
用
し
な
か
っ
た
系
統
を
ふ
く
む
漢
代
資
料
の
全
体
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
中
国
出
土
資
料

の
全
体
で
は
、
歴
史
書
の
素
材
と
な
る
資
料
が
み
え
て
い
る
。
そ
れ
は
行
政
文
書
や
律
令
、
官
制
、
刑
法
、
地
理
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
。

こ
れ
は
内
藤
湖
南
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
史
記
』
の
�
部
分
の
体
裁
を
学
ん
で
著
述
が
増
加
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
に

関
す
る
資
料
は
別
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
が
実
務
の
文
書
や
記
録
の
形
態
で
あ
り
、
ま
だ
書
籍
の
形
態
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
漢
代
で
は
、「
史
」
の
部
門
は
独
立
し
て
い
な
い
が
、
歴
史
の
素
材
と
な
る
資
料
は
す
で
に
存
在

し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
漢
書
』
芸
文
志
は
、
書
籍
の
形
態
と
な
っ
た
学
術
の
資
料
を
整
理
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
書
籍
と
な
っ
て
い

な
い
文
書
や
律
令
、
官
制
、
刑
法
、
地
理
に
関
す
る
資
料
を
収
録
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
三
に
、『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
素
材
と
構
成
を
み
れ
ば
、
そ
の
歴
史
書
と
し
て
の
違
い
が
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。『
漢
書
』
の
構
成

は
、
前
漢
時
代
の
前
半
は
『
史
記
』
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
武
帝
期
以
降
の
後
半
と
王
莽
期
の
記
述
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
『
漢
書
』
で
は
、
芸
文
志
に
み
え
る
書
籍
の
ほ
か
に
、
司
馬
遷
が
利
用
し
な
か
っ
た
系
統
の
資
料
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
示

す
の
は
『
漢
書
』
の
表
、
志
の
項
目
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
は
、
官
職
の
制
度
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
書
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物
と
す
れ
ば
後
世
の
「
職
官
」「
儀
注
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
刑
法
志
は
、
法
制
史
の
沿
革
で
あ
る
が
、
こ
の
法
令
を
書

物
と
す
れ
ば
後
世
の
「
刑
法
」
に
分
類
さ
れ
る
。
地
理
志
は
、
郡
国
の
戸
口
統
計
と
風
俗
地
理
を
記
し
て
お
り
、
後
世
の
「
地
理
」
類
に

関
連
す
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
『
漢
書
』
で
は
、
明
ら
か
に
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
利
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
漢
代
で
は
、
け
っ
し
て
史

部
の
資
料
が
少
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
漢
書
』
芸
文
志
の
分
類
は
、
あ
く
ま
で
王
朝
の
図
書
目
録
で
あ
り
、
歴
史
に
関
す
る
文
書

や
簿
籍
の
分
類
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
『
漢
書
』
の
全
体
は
、
芸
文
志
に
み
え
る
王
朝
の
書
籍
と
、
歴
史
に
関
す
る
資

料
を
共
に
利
用
し
て
、
総
合
的
な
歴
史
書
を
作
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
司
馬
遷
と
班
固
の
著
述
背
景
と
、
官
職
の
系
統
が
影
響
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
父
と
司
馬
遷
が
『
史
記
』

を
編
纂
し
た
の
は
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
武
帝
の
時
代
は
、
国
内
の
政
治
と
財
政
の
安
定
を
う
け
、
対
外
的
に
も
領
域
を
拡
大
し

た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
古
か
ら
の
天
命
と
儀
礼
の
歴
史
を
総
括
す
る
こ
と
が
、
当
時
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
天
と
地
の
祭
祀
を
担
当
し
た
父
と
、
太
初
暦
を
改
定
し
て
武
帝
の
改
革
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
司
馬
遷
が
、
太
常
の
資
料
を
中

心
と
し
て
、
歴
史
書
に
あ
た
る
著
述
を
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
古
今
を
説
明
す
る
時
代
の
要
請
に
関
連
す
る
と
お
も
わ
れ
る）

（（
（

。
そ
の
と

き
父
と
司
馬
遷
が
就
任
し
た
太
史
令
は
、
秩
六
〇
〇
石
で
あ
り
、
刑
罰
を
受
け
た
司
馬
遷
が
著
述
を
続
け
た
の
は
、
中
書
令
の
職
務
で

あ
っ
た
。
王
国
維
は
、
中
書
令
を
少
府
の
属
官
で
あ
る
中
書
謁
者
（
中
書
謁
者
令
）
と
し
、
そ
の
役
割
は
奏
事
を
司
り
、
秩
�
〇
〇
〇
石

と
す
る）

（（
（

。
し
か
し
漢
代
初
期
の
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
の
秩
律
に
よ
れ
ば
、
中
書
令
は
秩
六
〇
〇
石
で
あ
る
。
た
だ
し
司
馬
遷
は
、

中
書
令
と
な
っ
て
完
成
さ
せ
た
書
物
を
、
父
と
自
分
の
家
学
と
し
て
《
太
史
公
書
》
と
名
づ
け
て
お
り
、
あ
く
ま
で
ウ
ェ
イ
ト
は
太
史
令

の
職
務
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
史
記
』
が
武
帝
の
太
初
年
間
に
終
わ
る
こ
と
に
続
い
て
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
時
代
に
か
け
て
、
そ
の
著
述
を
し
よ

う
と
す
る
人
々
が
現
れ
た
。
た
と
え
ば
楊
雄
や
劉
歆
ら
の
学
者
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
司
馬
遷
に
「
良
史
の
才
」
を
認
め
、『
史
記
』
を
実
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録
と
み
な
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
こ
に
は
『
史
記
』
が
、
古
か
ら
の
歴
史
と
人
物
を
総
合
的
に
評
価
す
る
著
述
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
書

の
始
ま
り
と
す
る
考
え
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

後
漢
時
代
に
は
、
班
彪
が
『
史
記
』
を
書
き
つ
ぐ
人
々
を
不
足
と
し
て
、
前
史
の
遺
事
を
採
り
、
異
聞
を
集
め
て
「
後
伝
数
十
篇
」
を

作
成
し
た
。
そ
の
論
評
に
は
、
司
馬
遷
に
良
史
の
才
を
認
め
る
が
、
史
料
の
選
択 

・ 

記
述
の
体
裁
や
、
黄
老
を
崇
び
五
経
を
軽
視
す
る

点
、
項
羽
本
紀
・
陳
渉
世
家
の
位
置
づ
け
、
人
物
の
字
・
本
籍
な
ど
の
不
備
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
後
伝
は
、
本
紀
と
列
伝
だ
け

と
し
て
世
家
を
除
く
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
著
述
を
継
承
し
た
班
固
は
、
明
帝
の
時
代
に
国
史
を
改
作
す
る
と
密
告
さ
れ
、
京
兆
尹
の

獄
に
つ
な
が
れ
家
書
は
没
収
さ
れ
た
。
し
か
し
弟
の
班
超
が
上
書
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
許
さ
れ
、
校
書
部
に
召
さ
れ
て
蘭
台
令
史
（
秩

�
〇
〇
石
）
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
他
の
同
僚
と
世
祖
本
紀
を
作
成
し
、
の
ち
校
書
郎
と
な
っ
て
功
臣
・
平
林
・
新
市
・
公
孫
述
の
事
績

を
論
じ
て
、
列
伝
・
載
記
二
十
八
篇
を
作
っ
て
上
奏
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
皇
帝
に
著
述
を
許
さ
れ
、
永
平
年
間
か
ら
章
帝
の
建
初
年
間

ま
で
、
約
二
〇
余
年
に
わ
た
り
『
漢
書
』
の
完
成
に
努
め
た
。
班
固
は
、
前
漢
王
朝
�
代
の
歴
史
書
と
し
て
『
漢
書
』
を
ほ
ぼ
完
成
さ
せ

た
が
、
永
元
四
年
（
九
二
）
に
獄
中
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
妹
の
班
昭
が
『
漢
書
』
の
講
読
を
行
な
う
ほ
か
、
詔
に
よ
っ
て
馬
続
ら
と

と
も
に
表
八
巻
と
天
文
志
�
巻
を
作
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
班
固
は
、
蘭
台
令
史
と
な
っ
て
本
紀
を
作
成
し
、
校
書
郎
の
と
き
に
歴
史
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
る）

（（
（

。
蘭
台
令
史
は
、

『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
の
御
史
大
夫
に
、
御
史
中
丞
が
あ
り
、「
�
曰
中
丞
、
在
殿
中
蘭
臺
、
掌
図
籍
祕
書
、
外
督
部
刺
史
、
内
領
侍
御
史

員
十
五
人
、
受
公
卿
奏
事
、
舉
劾
按
章
」
と
あ
る
。『
続
漢
書
』
百
官
志
で
は
、
こ
の
御
史
中
丞
は
少
府
の
所
属
と
な
り
、「
蘭
臺
令
史
、

六
百
石
。
本
注
曰
、
掌
奏
及
印
工
文
書
」
と
あ
る
。
ま
た
校
書
郎
は
、『
漢
書
』
巻
�
〇
〇
叙
伝
上
に
「
永
平
中
為
郎
、
典
校
祕
書
、
專

篤
志
於
博
學
、
以
著
述
為
業
」
と
あ
り
、『
後
漢
書
』
馬
融
列
伝
第
五
十
上
に
「
四
年
、
拜
為
校
書
郎
中
、
詣
東
観
典
校
秘
書
」
と
あ
り
、

東
観
の
図
書
を
司
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
司
馬
遷
が
、
太
常
に
所
属
す
る
太
史
令
で
あ
っ
た
の
と
は
違
っ
て
、
王
朝
の
図
書
を
取
り
扱
う
部
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署
が
歴
史
の
編
纂
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
編
纂
が
、
皇
帝
の
儀
礼
を
司
る
官
府
の
太
史
令
か
ら
、
王
朝
の

歴
史
を
編
纂
す
る
部
署
に
移
っ
た
こ
と
も
、『
史
記
』
の
歴
史
叙
述
の
評
価
が
変
化
し
て
ゆ
く
経
過
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
違
い
は
、『
史
記
』
が
紀
伝
体
で
通
史
の
体
裁
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
漢
書
』
が
紀
伝
体
で
断
代
史
と
い
う

点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
歴
史
書
の
編
集
か
ら
み
れ
ば
、
も
う
�
つ
の
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
史
記
』
に
は
、『
漢
書
』

芸
文
志
に
み
え
る
よ
う
な
書
籍
を
多
く
利
用
し
、
書
籍
と
な
っ
て
い
な
い
文
書
や
記
録
を
、
あ
ま
り
利
用
し
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
『
漢
書
』
で
は
、
漢
王
朝
の
書
籍
の
ほ
か
に
、
文
書
や
記
録
の
資
料
を
利
用
し
、
そ
れ
を
百
官
公
卿
表
や
刑
法
志
、
地
理

志
を
は
じ
め
各
篇
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
漢
書
』
芸
文
志
は
、
当
時
の
書
籍
だ
け
の
目
録
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
後
漢
時

代
に
は
、
す
で
に
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
編
纂
し
て
、
歴
史
叙
述
と
す
る
認
識
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
史
記
』
の
成

立
が
契
機
と
な
っ
て
、
そ
の
後
に
司
馬
遷
に
良
史
の
才
が
あ
り
、『
史
記
』
を
実
録
と
す
る
再
評
価
が
生
ま
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
史
学
の

萌
芽
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
歴
史
を
編
纂
す
る
史
学
の
認
識
と
、
の
ち
に
史
部
が
成
立
す
る
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ

の
点
は
、
さ
ら
に
『
隋
書
』
経
籍
志
と
『
史
記
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

三　
『
隋
書
』
経
籍
志
の
史
部
と
『
史
記
』

　

そ
れ
で
は
『
隋
書
』
経
籍
志
の
史
部
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
�
は
、

な
ぜ
史
部
が
独
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
史
部
の
冒
頭
に
正
史
を
分
類
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
と

『
史
記
』
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

ま
ず
史
部
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。『
漢
書
』芸
文
志
の
あ
と
、
図
書
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
は『
隋
書
』経
籍
志
で
あ
る
。
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
漢
代
に
は
『
史
記
』（《
太
史
公
書
》）
が
あ
り
な
が
ら
、
史
部
の
分
類
は
な
か
っ
た
が
、
唐
代
で
は
史
部
が

独
立
し
た
部
門
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
の
間
に
史
部
が
独
立
す
る
沿
革
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
の

総
序
が
あ
り
、
そ
の
経
過
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る）

（（
（

。

　

後
漢
時
代
の
あ
と
曹
魏
の
と
き
、
祕
書
郎
の
鄭
默
が
作
っ
た
中
経
に
よ
っ
て
、
祕
書
監
の
荀
勗
は
「
新
簿
」
の
目
録
を
作
り
、
こ
こ
で

書
籍
を
四
部
に
分
類
し
た
。
そ
の
総
数
は
、
全
部
で
二
万
九
九
四
五
巻
と
い
う
。

　
　

甲
部
：
六
芸
及
小
学
等
書
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丙
部
：
史
記
、
旧
事
、
皇
覧
簿
、
雑
事
。

　
　

乙
部
：
古
諸
子
家
、
近
世
子
家
、
兵
書
、
兵
家
、
術
数
。　
　
　

丁
部
：
詩
賦
、
図
讚
、
汲
冢
書
。

　

甲
・
乙
部
は
『
漢
書
』
芸
文
志
の
六
芸
、
諸
子
、
兵
書
、
術
数
に
近
く
、
丙
部
に
、
史
記
や
旧
事
、
皇
覧
簿
、
雑
事
を
入
れ
て
い
る
。

丁
部
は
、
詩
賦
と
図
讚
、
新
し
く
出
土
し
た
汲
冢
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
丙
部
の
詳
し
い
内
容
や
、
分
類
し
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
。
倉

石
武
四
郎
氏
は
、
六
芸
や
諸
子
の
書
物
が
限
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
史
書
は
自
然
に
堆
積
し
て
ゆ
く
人
間
の
記
録
で
あ
り
、
時
間
の
経
過

と
と
も
に
増
加
す
る
た
め
、
丙
部
を
増
設
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る）

（（
（

。

　

こ
の
あ
と
い
く
つ
か
の
目
録
を
へ
て
、
南
朝
の
梁
の
阮
孝
緒
が
「
七
録
」
を
作
成
し
、
内
篇
五
篇
と
外
篇
に
分
類
し
て
い
る
。

　
　

�
曰
、
経
典
録
、
紀
六
芸
。
二
曰
、
記
伝
録
、
紀
史
伝
。
三
曰
、
子
兵
録
、
紀
子
書
、
兵
書
。
四
曰
、
文
集
録
、
紀
詩
賦
。
五
曰
、

技
術
録
、
紀
数
術
。
六
曰
、
仏
録
。
七
曰
、
道
録
。

　

岡
崎
文
夫
氏
は
、
�
に
六
芸
を
記
し
、
二
に
史
伝
を
記
す
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
史
学
と
経
学
が
対
立
す
る
に
至
っ
た
始
め
と
み
な
し
て

い
る）

（（
（

。
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』
の
解
説
で
は
、
こ
れ
は
梁
代
の
官
選
目
録
の
方
針
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
四
部
と
七

部
の
折
衷
を
試
み
た
も
の
と
し
て
い
る
。
序
に
よ
る
記
伝
録
の
�
二
類
は
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る）

（（
（

。

　
　

国
史
、
注
暦
、
旧
事
、
職
官
、
儀
典
、
法
制
、
偽
史
、
雑
伝
、
鬼
神
、
土
地
、
譜
状
、
簿
録
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た
だ
し
具
体
的
な
書
名
が
わ
か
る
の
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
が
最
初
で
あ
る
。
総
序
に
よ
れ
ば
、
隋
の
文
帝
の
と
き
祕
書
監
の
牛
弘
の

上
表
に
よ
っ
て
民
間
の
異
本
を
収
集
し
、
図
書
の
整
理
を
し
た
。
煬
帝
の
と
き
、
洛
陽
に
東
西
の
書
屋
を
建
て
、
東
屋
に
は
甲
・
乙
（
経

部
、
史
部
）
を
収
蔵
し
、
西
屋
に
は
丙
・
丁
（
子
部
、
集
部
）
を
収
蔵
し
た
。
唐
高
祖
の
武
徳
五
年
（
六
二
二
）
に
、
隋
の
図
書
・
名
筆

を
没
収
し
、
そ
れ
を
長
安
に
運
ん
で
四
部
（
�
万
四
千
四
百
六
十
六
部
、
八
万
九
千
六
百
六
十
六
巻
）
に
分
類
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
漢

代
の
図
書
分
類
と
比
べ
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
対
応
に
な
る
。

　
　

経
：
六
二
七
部
、　
　

五
三
七
�
巻 

（
漢
代
の
六
芸
）

　
　

史
：
八
�
七
部
、
�
三
二
六
四
巻 

（
新
た
に
設
け
ら
れ
た
部
門
）

　
　

子
：
八
五
三
部
、　
　

六
四
三
七
巻 
（
漢
代
の
諸
子
、
詩
賦
、
兵
書
、
数
術
、
方
技
）

　
　

集
：
五
五
四
部
、　
　

六
六
二
二
巻 
（
新
た
に
設
け
ら
れ
た
部
門
）

　

戸
川
芳
郎
氏
は
、
史
部
の
源
流
と
し
て
、
東
晋
の
李
充
の
書
目
に
求
め
る
の
が
妥
当
と
し
、
史
官
の
出
現
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し

経
籍
志
の
総
序
は
「
七
略
」
に
由
来
す
る
議
論
で
あ
り
、
ま
だ
史
部
の
原
理
が
十
分
に
は
確
立
し
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
佐
藤

武
敏
氏
は
、
史
部
が
独
立
し
、
六
芸
に
次
ぐ
地
位
に
な
っ
た
の
は
、
史
部
の
書
物
が
増
加
し
た
ほ
か
に
、
質
の
多
様
化
が
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
史
部
の
書
物
の
著
作
者
で
あ
る
史
家
が
多
く
あ
ら
わ
れ
、
専
門
の
史
職
を
担
当
す
る
史
官
が
多
か
っ

た
こ
と
に
関
連
す
る
。
こ
れ
を
経
学
か
ら
史
学
の
独
立
が
生
じ
た
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
四
部
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
説
を
み
て
き
た
が
、
な
ぜ
史
部
が
独
立
し
た
か
と
い
う
説
明
は
少
な
い
。
こ
れ

ま
で
の
説
を
整
理
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
内
藤
湖
南
は
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』
の
体
裁
を
学
ん
だ
伝
記
や
制
度
な
ど
の

著
述
が
増
加
し
て
、
�
部
類
と
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
す
る
。
倉
石
武
四
郎
氏
は
、
史
書
は
自
然
に
堆
積
し
て
ゆ
く
人
間
の
記
録
で
あ
り
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
増
加
す
る
た
め
と
す
る
。
こ
れ
は
興
膳
宏
・
川
合
康
三
氏
の
解
説
で
も
、
事
実
の
記
録
を
使
命
と
す
る
史
書
は
、
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時
間
の
堆
積
と
と
も
に
必
然
的
に
増
加
し
、
史
部
の
書
は
そ
れ
自
体
の
世
界
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
し
て
い
る
。
佐
藤
武
敏
氏
は
、
史
部
の

書
物
が
量
的
に
増
え
る
と
と
も
に
、
質
の
多
様
化
に
よ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
史
部
の
全
体
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
少
し
個
別
の
書
籍
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
と
き
注
意
す
る

の
は
、
歴
史
書
に
対
す
る
素
材
の
書
籍
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
史
部
の
書
籍
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
分
量
で
あ
る
。（　

）
は
注
釈
で
あ

る
。

　
　

正
史
：
六
十
七
部
、
三
千
八
十
三
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
八
十
部
、
四
千
三
十
巻
。）

　
　

古
史
：
三
十
四
部
、
六
百
六
十
六
巻
。

　
　

雑
史
：
七
十
二
部
、
九
百
�
十
七
巻
。（
通
計
亡
書
、
七
十
三
部
、
九
百
三
十
九
巻
。）

　
　

霸
史
：
二
十
七
部
、
三
百
三
十
五
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
三
十
三
部
、
三
百
四
十
六
巻
。）

　
　

起
居
注
：
四
十
四
部
、
�
千
�
百
八
十
九
巻
。

　
　

旧
事
：
二
十
五
部
、
四
百
四
巻
。

　
　

職
官
：
二
十
七
部
、
三
百
三
十
六
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
三
十
六
部
、
四
百
三
十
三
巻
。）

　
　

儀
注
：
五
十
九
部
、
二
千
二
十
九
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
六
十
九
部
、
三
千
九
十
四
巻
。）

　
　

刑
法
：
三
十
五
部
、
七
百
�
十
二
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
三
十
八
部
、
七
百
二
十
六
巻
。）

　
　

雑
伝
：
二
百
�
十
七
部
、
�
千
二
百
八
十
六
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
二
百
�
十
九
部
、
�
千
五
百
三
巻
。）

　
　

地
理
：
�
百
三
十
九
部
、
�
千
四
百
三
十
二
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
�
百
四
十
部
、
�
千
四
百
三
十
四
巻
。）

　
　

譜
系
：
四
十
�
部
、
三
百
六
十
巻
。（
通
計
亡
書
、
合
五
十
三
部
、
�
千
二
百
八
十
巻
。）

　
　

簿
録
：
三
十
部
、
二
百
�
十
四
巻
。
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こ
こ
で
約
�
〇
〇
〇
巻
よ
り
多
い
部
門
は
、
正
史
と
雑
史
、
起
居
注
、
雑
伝
、
地
理
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
時
代
の
変

遷
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
漢
書
』
芸
文
志
と
比
べ
る
目
安
と
し
て
、
正
史
を
の
ぞ
い
て
、
前
漢
時
代
の
書
物
、
あ
る
い
は
漢
代

に
関
連
す
る
書
物
を
み
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る）

（（
（

。
汲
冢
書
は
、
晋
代
の
出
土
資
料
で
あ
る
。

　
　

古
史
：
紀
年
十
二
巻
（
汲
冢
書
、
并
竹
書
同
異
�
巻
）、
漢
紀
三
十
巻
（
漢
祕
書
監
荀
悦
撰
）

　
　

雑
史
：
周
書
十
巻
（
汲
冢
書
、
似
仲
尼
刪
書
之
餘
）、
古
文
瑣
語
四
巻
（
汲
冢
書
）、
春
秋
前
伝
十
巻
（
何
承
天
撰
）、
春
秋
前
雑

　
　
　
　
　

伝
九
巻
（
何
承
天
撰
）、
春
秋
後
伝
三
十
�
巻
（
晋
著
作
郎
楽
資
撰
）、
戦
国
策
三
十
二
巻
（
劉
向
録
）、
戦
国
策
二
十
�

　
　
　
　
　

巻
（
高
誘
撰
注
）、
戦
国
策
論
�
巻
（
漢
京
兆
尹
延
篤
撰
）、
楚
漢
春
秋
九
巻
（
陸
賈
撰
）、
越
絶
記
十
六
巻
（
子
貢
撰
）、

　
　
　
　
　

呉
越
春
秋
十
二
巻
（
趙
曄
撰
）、
呉
越
春
秋
削
繁
五
巻
（
楊
方
撰
）、
呉
越
春
秋
十
巻
（
皇
甫
遵
撰
）、
呉
越
記
六
巻

　
　

霸
史
：
漢
之
書
十
巻
（
常
璩
撰
）、
華
陽
国
志
十
二
巻
（
常
璩
撰
。
梁
有
蜀
平
記
十
巻
、
蜀
漢
偽
官
故
事
�
巻
、
亡
）

　
　

起
居
注
：
穆
天
子
伝
六
巻
（
汲
冢
書
。
郭
璞
注
）

　
　

旧
事
：
漢
武
帝
故
事
二
巻
、
西
京
雑
記
二
巻

　
　

職
官
：
漢
官
解
詁
三
篇
（
漢
新
汲
令
王
隆
撰
、
胡
廣
注
）、
漢
官
五
巻
（
應
劭
注
）、
漢
官
儀
十
巻
（
應
劭
撰
）

　
　

儀
注
：
漢
旧
儀
四
巻
（
衛
敬
仲
撰
。
梁
有
衛
敬
仲
漢
中
興
儀
�
巻
、
亡
）

　
　

刑
法
：
律
本
二
十
�
巻
（
杜
預
撰
）、
漢
晋
律
序
注
�
巻
（
晋
僮
長
張
斐
撰
）

　
　

雑
伝
：
三
輔
決
録
七
巻
（
漢
太
僕
趙
岐
撰
、
摯
虞
注
）、
列
女
伝
十
五
巻
（
劉
向
撰
、
曹
大
家
注
）、
列
女
伝
頌
�
巻
（
劉
歆
撰
）、

　
　
　
　
　

漢
武
内
伝
三
巻

　
　

地
理
：
山
海
経
二
十
三
巻
（
郭
璞
注
）、
水
経
三
巻
（
郭
璞
注
）、
黄
図
�
巻
（
記
三
輔
宮
観
陵
廟
明
堂
辟
雍
郊
畤
等
事
）、
山
海

　
　
　
　
　

経
図
讚
二
巻
（
郭
璞
注
）、
山
海
経
音
二
巻
、
水
経
四
十
巻
（
酈
善
長
注
）、
洛
陽
伽
藍
記
五
巻
（
後
魏
楊
衒
之
撰
）
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譜
系
：
世
本
王
侯
大
夫
譜
二
巻
、
世
本
二
巻
（
劉
向
撰
）、
世
本
四
巻
（
宋
衷
撰
）

　
　

簿
録
：
七
略
別
録
二
十
巻
（
劉
向
撰
）、
七
略
七
巻
（
劉
歆
撰
）

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
み
え
る
書
籍
と
、
そ
れ
以
降
に
追
加
さ
れ
た
書
籍
で
あ
る
。『
漢
書
』
芸
文
志
に
み
え

る
書
籍
は
、
雑
史
の
『
戦
国
策
』『
楚
漢
春
秋
』、
雑
伝
の
『
列
女
伝
』、
譜
系
の
『
世
本
』
で
あ
る
。『
漢
書
』
芸
文
志
で
は
、『
世
本
』『
戦

国
策
』『
楚
漢
春
秋
』を
六
芸
の
春
秋
家
に
収
録
し
、『
列
女
伝
』を
諸
子
略
の
儒
家
に
分
類
し
て
い
た
。
ち
な
み
に『
漢
書
』芸
文
志
の『
国

語
』
は
、
経
籍
志
で
は
『
春
秋
外
伝
国
語
』
と
し
て
経
部
の
春
秋
に
収
録
し
、『
新
序
』『
説
苑
』
は
子
部
の
儒
家
に
分
類
し
て
い
る
。
こ

れ
以
外
は
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
書
籍
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
『
隋
書
』
経
籍
志
の
史
部
で
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
と
共
通
す
る
書
籍

が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
追
加
さ
れ
た
書
籍
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
の
目
録
に
み
え
な
い
が
、
職
官
や
儀
注
、
刑
法
の
部
門
は
、

す
で
に
『
漢
書
』
を
編
纂
す
る
と
き
に
歴
史
に
関
す
る
資
料
と
し
て
存
在
し
た
内
容
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
職
官
の
『
漢
官
』『
漢
官
儀
』
と
、
儀
注
の
『
漢
旧
儀
』
は
、『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
の
官
制
に
関
連
す
る
。
刑
法
の
律
令
は
、

秦
漢
時
代
の
秦
律
と
漢
律
に
関
連
し
て
い
る）

（（
（

。
そ
し
て
簿
録
の
『
七
略
別
録
』
と
『
七
略
』
は
『
漢
書
』
芸
文
志
の
目
録
に
関
連
す
る
。

古
史
と
霸
史
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の
ほ
か
は
起
居
注
や
、
旧
事
、
地
理
の
部
門
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
歴
史
の
素
材
と

な
る
文
書
や
記
録
が
、
し
だ
い
に
書
籍
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
史
部
の
書
籍
が
増
加
し
た
要
因
は
、
必
ず
し
も
新

し
い
内
容
が
豊
富
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
歴
史
の
素
材
が
書
籍
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
量
が
増
え

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
れ
を
傍
証
す
る
の
は
、『
唐
書
』
な
ど
史
書
の
編
纂
と
そ
の
素
材
で
あ
る
。
池
田
温
氏
は
、
正
史
を
編
纂
す
る
た
め
に
収
集
し
た
資

料
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
ず
史
館
に
各
官
庁
か
ら
恒
常
的
に
報
告
さ
れ
た
諸
事
項
の
資
料
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
起
居
注

と
時
政
記
、
日
暦
（
毎
日
の
記
録
）
が
あ
る
。
つ
ぎ
の
段
階
で
、
起
居
注
や
日
暦
を
も
と
に
し
た
実
録
が
編
纂
さ
れ
る
。
こ
れ
は
史
書
で
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あ
り
、
国
史
と
観
念
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
唐
代
で
は
、
歴
史
書
の
素
材
と
な
る
資
料
を
利
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
隋

書
』
経
籍
志
に
収
録
さ
れ
た
書
籍
の
ほ
か
に
、
当
時
の
文
書
や
記
録
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
代
で
は
『
漢
書
』
芸
文

志
に
収
録
す
る
書
籍
と
は
別
に
文
書
や
記
録
が
歴
史
の
素
材
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
唐
代
で
も
『
隋
書
』
経
籍
志
に
収
録
さ
れ
な
い

歴
史
の
素
材
が
存
在
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
『
隋
書
』
経
籍
志
の
書
籍
は
、
歴
史
の
素
材
と
な
る
資
料
が
、
し
だ
い
に
書
籍
に
な
っ
た
情
勢
を
反
映
す
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
理
由
は
、
全
体
と
し
て
紙
の
書
写
が
普
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
国
家
の
機
構
が
整
え
ら
れ
た
た
め
、
官
制
や
律
令
、
起

居
注
、
旧
事
、
地
理
の
よ
う
な
素
材
に
あ
た
る
資
料
の
書
籍
化
が
進
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
新
出
の
汲
冢
書
な
ど
を
加
え

て
、
史
部
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ま
だ
書
籍
に
な
ら
な
い
歴
史
の
素
材
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
二
に
、
史
部
の
冒
頭
に
正
史
を
分
類
し
た
意
義
と
、『
史
記
』
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『
史
記
』
と
『
漢
書
』
を
比
較
し
た
多
岐
に
わ
た
る
研
究
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
歴
史
書
と
、
そ
の
素
材
と
な
る
書
籍
と
い
う
点
か
ら
、
�

つ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

正
史
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
古
の
天
子
と
諸
侯
に
は
必
ず
国
史
が
あ
り
、
周
王
室
と
諸
侯
の
国
に
史
官
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
戦

国
、
秦
代
に
史
官
は
絶
え
、
漢
代
に
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
作
成
に
よ
っ
て
復
活
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
『
史
記
』『
漢
書
』
に
つ
づ

く
著
述
を
正
史
と
し
て
い
る
。
こ
の
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
の
部
門
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
書
物
が
あ
る
。

　
　

史
記
�
百
三
十
巻
（
目
録
�
巻
、
漢
中
書
令
司
馬
遷
撰
）、
史
記
八
十
巻
（
宋
南
中
郎
外
兵
參
軍
裴
駰
注
）、
史
記
音
義
十
二
巻
（
宋

中
散
大
夫
徐
野
民
撰
）、
史
記
音
三
巻
（
梁
軽
車
録
事
參
軍
鄒
誕
生
撰
）、
古
史
考
二
十
五
巻
（
晉
義
陽
亭
侯
譙
周
撰
）

　
　

漢
書
�
百
�
十
五
巻
（
漢
護
軍
班
固
撰
、
太
山
太
守
應
劭
集
解
）、
漢
書
集
解
音
義
二
十
四
巻
（
應
劭
撰
）、
漢
書
音
訓
�
巻
（
服
虔

撰
）、
漢
書
音
義
七
巻
（
韋
昭
撰
）、
漢
書
音
二
巻
（
梁
尋
陽
太
守
劉
顯
撰
）、
漢
書
音
二
巻
（
夏
侯
詠
撰
）、
漢
書
音
義
十
二
巻
（
国
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子
博
士
蕭
該
撰
）、
漢
書
音
十
二
巻
（
廃
太
子
勇
命
包
愷
等
撰
）、
漢
書
集
注
十
三
巻
（
晉
灼
撰
）、
漢
書
注
�
巻
（
斉
金
紫
光
祿
大

夫
陸
澄
撰
）、
漢
書
續
訓
三
巻
（
梁
平
北
諮
議
參
軍
韋
稜
撰
）、
漢
書
訓
纂
三
十
巻
（
陳
吏
部
尚
書
姚
察
撰
）、
漢
書
集
解
�
巻
（
姚

察
撰
）、
論
前
漢
事
�
巻
（
蜀
丞
相
諸
葛
亮
撰
）、
漢
書
駁
議
二
巻
（
晉
安
北
將
軍
劉
寶
撰
）、
定
漢
書
疑
二
巻
（
姚
察
撰
）、
漢
書
叙

伝
五
巻
（
項
岱
撰
）、
漢
疏
四
巻

　

こ
こ
で
は
『
史
記
』
よ
り
も
『
漢
書
』
の
注
釈
の
ほ
う
が
多
く
、『
漢
書
』
の
ほ
う
が
評
価
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る）

（（
（

。
ま
た
『
史
記
』

と
『
漢
書
』
の
体
裁
が
比
較
さ
れ
、
唐
代
の
史
官
で
も
『
漢
書
』
の
断
代
史
・
紀
伝
体
が
正
史
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
問
題
と

な
る
の
は
、
正
史
の
意
義
と
『
史
記
』
の
関
係
で
あ
る
。『
史
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
、
正
史
の
説
明
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

至
漢
武
帝
時
、
始
置
太
史
公
、
命
司
馬
談
為
之
、
以
掌
其
職
。
時
天
下
計
書
、
皆
先
上
太
史
、
副
上
丞
相
、
遺
文
古
事
、
靡
不
畢
臻
。

談
乃
據
左
氏
、
国
語
、
世
本
、
戦
国
策
、
楚
漢
春
秋
、
接
其
後
事
、
成
�
家
之
言
。
談
卒
、
其
子
遷
又
為
太
史
令
、
嗣
成
其
志
。
上

自
黄
帝
、
訖
于
炎
漢
、
合
十
二
本
紀
、
十
表
、
八
書
、
三
十
世
家
、
七
十
列
伝
、
謂
之
史
記
。
…
…
自
是
世
有
著
述
、
皆
擬
班
・
馬
、

以
為
正
史
、
作
者
尤
廣
。
�
代
之
史
、
至
數
十
家
。
唯
史
記
・
漢
書
、
師
法
相
伝
、
並
有
解
釋
。
…
…
今
依
其
世
代
、
聚
而
編
之
、

以
備
正
史
。

　

こ
の
『
史
記
』
の
認
識
に
は
、
い
く
つ
か
の
誤
り
が
あ
る）

（（
（

。
ま
ず
武
帝
の
と
き
始
め
て
太
史
公
を
置
き
、
司
馬
談
に
命
じ
た
と
い
う
の

は
、
秦
漢
時
代
の
太
常
府
に
太
史
令
（
秩
六
〇
〇
石
）
の
役
職
が
あ
り
、
そ
の
前
後
に
も
存
在
す
る
実
情
に
あ
わ
な
い
。
ま
た
天
下
の
書

籍
は
、
先
に
太
史
に
奏
上
し
、
そ
の
副
本
を
丞
相
に
奏
上
す
る
と
い
う
の
も
、
両
者
の
秩
禄
と
役
職
か
ら
み
て
合
致
し
な
い
。
さ
ら
に
父

と
司
馬
遷
が
著
述
し
た
《
太
史
公
書
》
は
、
家
学
と
い
わ
れ
、
最
初
か
ら
国
史
と
み
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

経
籍
志
は
『
史
記
』
を
史
官
の
著
述
と
し
て
、
こ
れ
を
正
史
の
第
�
に
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
漢
代
の
実
情
で
は
な
く
、
正
史
を
位
置
づ

け
る
評
価
で
あ
る
。
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そ
こ
で
史
部
の
目
録
を
み
れ
ば
、
そ
の
部
門
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
�
は
、
歴
史
の
素
材
と
な
る
書
物
で
あ
り
、

二
は
、
素
材
を
編
集
し
た
総
合
的
な
書
物
で
あ
る
。
た
と
え
ば
正
史
と
古
史
、
雑
史
、
霸
史
は
、
国
家
や
地
域
を
総
合
し
た
歴
史
著
述
で

あ
る
。
起
居
注
や
旧
事
、
職
官
、
儀
注
、
刑
法
、
雑
伝
、
地
理
、
譜
系
は
、
歴
史
の
素
材
と
な
る
書
物
で
あ
り
、
簿
録
は
目
録
で
あ
る
。

そ
し
て
史
部
の
書
物
は
、
歴
史
の
素
材
と
な
る
文
書
や
記
録
の
書
物
化
と
増
加
が
関
係
し
て
い
る
と
推
測
し
た
。
し
た
が
っ
て
正
史
の
部

門
は
、
そ
の
素
材
と
な
る
書
籍
を
王
朝
別
に
総
合
化
し
た
点
を
評
価
し
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
正
史
と
古
史
、
雑
史
、

霸
史
の
差
は
、
正
史
が
も
っ
と
も
国
家
の
全
体
に
及
ぶ
総
合
的
な
著
述
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
、
正
史
を
最

初
に
置
い
て
国
史
と
認
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
史
記
』
が
正
史
と
し
て
認
識
さ
れ
、
史
学
が
成
立
す
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
漢
書
』

芸
文
志
の
春
秋
家
に
収
録
さ
れ
て
い
た
『
史
記
』
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
で
史
部
の
正
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
変
化
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

歴
史
の
素
材
と
な
る
書
物
と
、
総
合
化
し
た
書
物
と
の
違
い
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
視
点
に
よ
れ
ば
、
史
部
の
書
物
は
、

曹
魏
の
目
録
の
時
点
で
書
籍
化
と
分
類
が
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
『
史
記
』
を
総
合
的
な
歴
史
書
と
み
な
す
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
《
太
史

公
書
》
が
『
史
記
』
を
名
称
を
変
え
る
時
期
と
近
い
よ
う
で
あ
る）

（（
（

。『
史
記
』
の
成
立
と
史
学
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
検
討
し
て
ゆ
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

　

�
、『
史
記
』
の
成
立
で
は
、
簡
牘
・
帛
書
の
素
材
を
編
集
し
た
原
形
と
し
て
、
著
述
の
構
造
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
は
父
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と
司
馬
遷
が
就
任
し
た
太
史
令
の
著
述
と
意
識
す
る
こ
と
が
特
色
で
、
そ
の
編
集
は
創
作
部
分
が
少
な
く
、
漢
王
朝
の
図
書
や
記
録
を
も

と
に
編
集
し
て
い
る
。
伝
来
の
文
献
や
出
土
資
料
と
比
較
し
て
み
る
と
、
司
馬
遷
は
暦
と
紀
年
、
系
譜
、
記
事
資
料
な
ど
を
中
心
に
編
集

し
た
が
、
書
籍
の
形
態
で
は
な
い
行
政
文
書
や
司
法
文
書
、
財
政
関
係
の
簿
籍
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は

『
史
記
』
の
歴
史
叙
述
の
ほ
か
に
、
漢
代
で
は
歴
史
に
関
す
る
資
料
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

二
、『
漢
書
』
芸
文
志
は
、
漢
王
朝
の
図
書
（
中
書
）
を
中
心
と
し
て
、
太
常
や
太
史
、
個
人
の
書
籍
（
構
文
や
字
句
の
異
な
る
異
本
）

を
収
集
・
整
理
し
て
、
定
本
と
し
た
書
籍
の
目
録
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
史
記
』
の
素
材
と
関
連
す
る
書
籍
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

『
史
記
』
の
よ
う
に
素
材
を
総
合
的
に
編
集
し
た
書
物
は
少
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
『
史
記
』
は
、
図
書
目
録
で
は
、
ま
だ

「
史
」
の
部
門
が
な
く
、
歴
史
を
評
価
す
る
春
秋
家
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

三
、
こ
れ
に
対
し
て
『
漢
書
』
の
編
纂
で
は
、『
史
記
』
を
�
歩
進
め
た
編
集
の
方
法
が
み
え
て
い
る
。
そ
れ
は
『
史
記
』
の
記
述
を

継
承
し
て
、
前
漢
�
代
の
歴
史
を
叙
述
す
る
と
き
に
、
漢
王
朝
の
書
籍
だ
け
で
は
な
く
、
ま
だ
書
籍
の
形
態
で
は
な
い
行
政
文
書
や
司
法

文
書
、
戸
口
統
計
や
地
理
の
記
録
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
史
記
』
に
比
べ
て
、
歴
史
に
関
す
る
素
材
を
多
く
利
用
し
た
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
後
漢
時
代
で
は
、
学
術
的
な
書
籍
の
ほ
か
に
、
王
朝
の
歴
史
に
関
す
る
素
材
を
利
用
し
た
編
纂
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ

こ
に
史
学
の
認
識
が
生
ま
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
『
隋
書
』
経
籍
志
に
み
え
る
よ
う
な
「
史
」
の
分
類
と
は
別

の
問
題
で
あ
る
。

　

四
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
み
え
る
史
部
は
、
こ
れ
ま
で
記
録
の
増
加
や
、
歴
史
に
関
す
る
資
料
の
内
容
が
豊
富
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
ほ
か
に
漢
代
に
み
ら
れ
た
歴
史
の
素
材
が
、
し
だ
い
に
書
籍
の
形
態
と
な
っ
た
も
の
が
目
録
に
収
録
さ
れ
た
と

想
定
し
た
。
そ
れ
は
国
家
の
機
構
を
整
え
る
に
し
た
が
っ
て
、
法
律
や
官
制
な
ど
に
関
す
る
資
料
が
書
籍
と
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
史
部
の
成
立
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
唐
代
で
も
、
歴
史
書
を
編
纂
す
る
と
き
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
み
え
る
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書
籍
の
ほ
か
に
、
他
の
文
書
や
記
録
を
採
用
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
漢
代
に
成
立
し
た
『
史
記
』
の
原
形
は
、
今
日
の
出
土
資
料
と
同
じ
く
簡
牘
や
帛
書
の
素
材
を
利
用
し
て
編
集
す
る

形
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
漢
時
代
に
班
固
が
『
漢
書
』
を
編
纂
し
た
と
き
も
、
文
書
や
書
籍
は
簡
牘
・
帛
書
の
形
態
で
あ
り
、『
漢
書
』

芸
文
志
の
段
階
で
は
学
術
の
書
籍
だ
け
を
目
録
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
史
記
』
で
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
と
共
通
す
る
よ
う
な
書
籍
を
主

な
素
材
と
し
て
い
る
が
、『
漢
書
』
で
は
書
籍
の
形
態
と
な
っ
て
い
な
い
官
僚
制
度
や
行
政
文
書
、
法
律
、
戸
口
統
計
な
ど
の
資
料
を
利

用
し
て
い
る
。
こ
れ
が
第
�
期
で
、
ま
だ
書
写
材
料
と
し
て
紙
が
普
及
し
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
。

　

第
二
期
に
、
三
国
時
代
よ
り
以
降
に
紙
の
書
写
が
普
及
す
る
と
、
全
体
的
に
文
書
や
書
籍
の
分
量
が
増
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て

歴
史
に
関
す
る
資
料
も
、
そ
の
�
部
が
書
籍
と
な
り
、
そ
れ
が
史
部
の
成
立
に
貢
献
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
漢
代
と
同
じ
よ
う

に
、
隋
唐
時
代
で
も
目
録
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
に
歴
史
に
関
す
る
文
書
や
記
録
が
あ
り
、
そ
れ
は
『
唐
書
』
な
ど
の

編
纂
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
唐
代
の
資
料
全
体
を
み
れ
ば
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
み
え
る
①
総
合
的
な
歴
史
著
述
と
、
②
歴
史
の

素
材
に
あ
た
る
書
物
と
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
収
録
さ
れ
な
い
文
書
や
記
録
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
史
学
や
史
部
の
成
立
は
、

目
録
に
み
え
る
書
籍
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
に
関
す
る
資
料
の
な
か
で
、
相
対
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
隋
書
』
経
籍
志

で
、『
史
記
』
を
正
史
と
認
識
す
る
の
は
、
史
官
の
伝
統
を
ふ
ま
え
た
最
初
の
国
史
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
そ
の
意
義
は
、
史
部
の
書
籍

に
み
え
る
素
材
を
総
合
的
な
歴
史
叙
述
と
し
た
こ
と
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

中
国
で
は
、
史
部
の
成
立
と
総
合
的
な
歴
史
書
の
概
念
を
う
け
て
、
さ
ら
に
第
三
期
に
『
史
記
』
は
版
本
と
し
て
普
及
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
た
版
本
が
、
現
在
の
『
史
記
』
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
史
記
』
の
特
色
を
知
る
た
め
に
は
、

本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
簡
牘
・
帛
書
の
原
形
が
成
立
す
る
過
程
と
、
紙
に
書
写
さ
れ
た
歴
史
書
の
社
会
背
景
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
こ
で
は
そ
の
概
略
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
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注
（
１
）『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
。
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』（
�
九
四
九
、『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
�
�
巻
、
筑
摩
書
房
、
�
九
六
九
年
。
復
刊
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、

�
九
九
二
年
）、
岡
崎
文
夫
「
支
那
史
学
思
想
の
発
達
」（『
東
洋
思
潮
』
東
洋
思
想
の
諸
問
題
、
岩
波
書
店
、
�
九
三
四
年
）、
倉
石
武
四
郎
述
『
目
録
学
』（
東

京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
、
�
九
七
三
年
、
汲
古
書
院
、
�
九
七
九
年
）
な
ど
。

（
２
）
書
誌
学
に
つ
い
て
は
、
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』
解
説
（
汲
古
書
院
、
�
九
九
五
年
）
が
参
考
と
な
る
。

（
３
）『
史
記
』『
漢
書
』
の
特
徴
は
、
す
で
に
劉
知
幾
『
史
通
』
六
家
、
二
体
、
採
撰
、
叙
事
、
古
今
正
史
に
み
え
て
お
り
、
そ
の
後
も
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の

�
端
は
、
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
を
は
じ
め
、
張
新
科
・
兪
樟
華
『
史
記
研
究
史
略
』（
三
秦
出
版
社
、
�
九
九
〇
年
）、
金
毓
黻
『
中
国
史
学
史
』（
復
刊
、

河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
劉
節
『
中
国
史
学
史
稿
』（
中
州
書
画
社
、
�
九
八
二
年
）、
呉
福
助
『
史
漢
関
係
』（
文
史
哲
出
版
社
、
�
九
七
五
年
）
な

ど
が
あ
る
。

（
４
）
発
憤
著
書
の
説
は
、
す
で
に
『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
の
論
賛
に
「
烏
呼
、
以
遷
之
博
物
洽
聞
、
而
不
能
以
知
自
全
、
既
陷
極
刑
、
幽
而
發
憤
、
書
亦
信
矣
」
と
あ
る
。

『
史
記
』
成
立
の
研
究
は
、
楊
燕
起 

・ 

陳
可
青 
・ 
頼
長
揚
編
『
歴
代
名
家
評
史
記
』（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
�
九
八
六
年
）、
池
田
英
雄
『
史
記
学
五
〇
年―

日
・

中
「
史
記
」
研
究
の
動
向
』（
明
徳
出
版
社
、
�
九
九
五
年
）
な
ど
で
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。『
史
記
』
の
引
用
し
た
書
物
は
、
金
徳
建
『
司
馬
遷
所
見
書
考
』

（
上
海
人
民
出
版
社
、
�
九
六
三
年
）、
張
大
可
「
論
史
記
取
材
」（『
史
記
研
究
』
所
収
、
甘
粛
人
民
出
版
社
、
�
九
八
五
年
）、
原
富
男
『
補
史
記
芸
文
志
』（
春

秋
社
、
�
九
八
〇
年
）
の
考
察
が
あ
る
。

（
５
）
佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
�
九
九
七
年
）。

（
６
）
胡
平
生
・
李
天
虹
『
長
江
流
域
出
土
簡
牘
与
研
究
』（
湖
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
駢
宇
騫
・
段
書
安
編
著
『
二
十
世
紀
出
土
簡
帛
概
述
』（
文
物
出
版

社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

（
７
）
拙
著
『
史
記
戦
国
史
料
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
�
九
九
七
年
）、
同
『《
史
記
》
戦
国
史
料
研
究
』（
曹
峰
、
廣
瀬
薫
雄
訳
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年
）、
拙
稿
「
司
馬
遷
与
漢
太
史
令―

『
史
記
』
的
素
材
与
出
土
資
料
」（
陝
西
省
司
馬
遷
研
究
会
編
『
司
馬
遷
与
史
記
論
集
』
七
輯
、
陝
西
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
六
年
）、
拙
稿
「
戦
国
、
秦
代
出
土
史
料
与
『
史
記
』」（
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
・
日
本
東
方
学
会
・
大
東
文
化
大
学
編
『
第
�
届
中
日
学
者
中

国
古
代
史
論
壇
文
集
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
�
〇
年
）
な
ど
。
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（
８
）
司
馬
遷
が
利
用
し
な
か
っ
た
系
統
の
資
料
は
、
拙
著
『
中
国
古
代
国
家
と
社
会
シ
ス
テ
ム―

長
江
流
域
出
土
資
料
の
研
究
』
序
章
「
中
国
出
土
資
料
と
古
代
社
会
」

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
で
要
約
し
て
い
る
。

（
９
）
出
土
文
献
と
思
想
史
の
側
か
ら
は
、
朱
淵
清
『
再
現
的
文
明
：
中
国
出
土
文
献
与
伝
統
学
術
』（
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
�
年
）、
朱
淵
清
著
、
高
木

智
見
訳
『
中
国
出
土
文
献
の
世
界
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
浅
野
裕
�
・ 

湯
浅
邦
弘
編
『
諸
子
百
家
〈
再
発
見
〉―

掘
り
起
こ
さ
れ
る
古
代
中
国
思
想
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
廣
瀬
薫
雄
「
荊
州
地
区
出
土
戦
国
楚
簡
」（『
木
簡
研
究
』
二
七
、　
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）
劉
向
の
書
録
は
、『
管
子
』
の
ほ
か
に
『
晏
子
』『
孫
卿
書
（
荀
子
）』
な
ど
が
あ
り
、『
晏
子
』
書
録
に
も
太
史
の
書
が
あ
る
。

（
11
）
拙
稿
「『
史
記
』
秦
漢
史
像
の
復
元―

陳
渉
、
劉
邦
、
項
羽
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
五
、　
二
〇
〇
四
年
）。

（
12
）
睡
虎
地
秦
簡
や
馬
王
堆
帛
書
が
発
見
さ
れ
た
当
初
は
、
こ
れ
を
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
に
扱
う
方
法
も
み
ら
れ
た
が
、
今
日
で
は
、
出
土
状
況
や
形
態
の
復
元
を
ふ

ま
え
て
理
解
す
る
視
点
が
�
般
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
老
子
』
の
テ
キ
ス
ト
を
戦
国
楚
簡
や
馬
王
堆
帛
書
の
出
土
に
よ
っ
て
再
検
討
し
、『
孫
子
』
の
テ
キ
ス

ト
を
銀
雀
山
竹
簡
と
比
較
す
る
研
究
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
『
史
記
』
を
文
献
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
簡
牘
・
帛
書
の
時
代
に
成
立
し
た
原
形
と
し
て

復
元
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
簡
牘
・
帛
書
の
増
加
に
よ
っ
て
、
素
材
と
な
る
第
�
次
資
料
の
形
態
が
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
る
。

（
13
）
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
五
「
史
記―

史
書
の
出
現
」
の
「
史
部
書
の
発
端
」。
佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』
附
篇
第
�
章
「『
史
記
』
の
体
裁
上
の
特
色
」

で
は
、
春
秋
家
に
分
類
し
た
の
は
単
に
行
事
・
人
道
を
記
し
た
だ
け
で
な
く
、
毀
誉
褒
貶
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
14
）
図
書
を
定
本
と
す
る
過
程
は
、
近
藤
光
男
『
戦
国
策
上
』
解
説
（
全
釈
漢
文
大
系
、
集
英
社
、
�
九
七
五
年
）
や
、
前
掲
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』
解
説
に
説
明
が
あ
る
。

（
15
）『
漢
書
』
の
素
材
は
、
王
利
器
「《
漢
書
》
材
料
来
源
考
」（『
文
史
』
二
�
輯
、
�
九
八
三
年
）
が
あ
り
、
稲
葉
�
郎
『
中
国
史
学
史
の
研
究
』
第
三
章
「『
漢
書
』

の
成
立
」（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
著
述
の
原
文
を
引
用
す
る
こ
と
が
特
色
と
し
て
い
る
。『
漢
書
』
地
理
志
に
つ
い
て
は
佐
藤
武
敏
「
前

漢
の
戸
口
統
計
に
つ
い
て
」（『
東
洋
史
研
究
』
四
三―

�
、�
九
八
四
年
）
が
あ
る
。
な
お
『
漢
書
』
地
理
志
の
風
俗
地
理
は
、『
史
記
』
貨
殖
列
伝
と
共
通
す

る
部
分
が
あ
る
。

（
16
）
岡
崎
文
夫
『
司
馬
遷
』（
�
九
四
七
年
、
研
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
拙
稿
「
司
馬
談
・
司
馬
遷
と
《
太
史
公
書
》
の
成
立―

『
史
記
』
太
史
公
自
序
の
構
造
」（『
愛

媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
人
文
学
科
編
六
、 

�
九
九
九
年
）、
拙
著
『
司
馬
遷
と
そ
の
時
代
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
�
年
）
な
ど
。
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（
17
）
王
国
維
「
太
史
公
行
年
考
」（
�
九
�
七
、『
観
堂
集
林
』
巻
十
�
、�
九
二
九
年
）。
ま
た
秩
律
は
、
彭
浩 

・ 

陳
偉 

・ 

工
藤
元
男
主
編
『
二
年
律
令
與
奏
讞
書
』

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
の
考
証
や
、
拙
著
『
中
国
古
代
国
家
と
郡
県
社
会
』
第
�
編
第
六
章
「
秦
漢
帝
国
の
成
立
と
秦
・
楚
の
社
会
」（
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。

（
18
）『
漢
書
』
巻
六
二
司
馬
遷
伝
に
「
然
自
劉
向
・
揚
雄
博
極
羣
書
、
皆
称
遷
有
良
史
之
材
、
服
其
善
序
事
理
、
辨
而
不
華
、
質
而
不
俚
、
其
文
直
、
其
事
核
、
不
虛

美
、
不
隱
悪
、
故
謂
之
實
録
」
と
あ
る
。

（
19
）『
後
漢
書
』
班
彪
列
伝
第
三
十
下
、『
後
漢
書
』
列
女
伝
第
七
四
の
曹
世
叔
妻
条
、
稲
葉
�
郎
「『
漢
書
』
の
成
立
」
な
ど
。

（
20
）
小
林
春
樹
「
後
漢
時
代
の
蘭
台
令
史
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
六
八
輯
、
�
九
八
四
年
）
な
ど
。

（
21
）
劉
知
幾
『
史
通
』
叙
事
、
古
今
正
史
を
は
じ
め
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
五
史
記
、
六
漢
書
な
ど
。

（
22
）
前
掲
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』
解
説
、
戸
川
芳
郎
「
四
部
分
類
と
史
籍
」（『
東
方
学
』
八
四
輯
、
�
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
23
）
倉
石
前
掲
『
目
録
学
』
三
「
魏
晋
時
代
」。
前
掲
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』
解
説
�
七
～
�
八
頁
、
二
四
頁
の
注
（
11
）
で
は
、
史
伝
を
六
芸
か
ら
独
立
さ
せ
た
の

は
、
荀
勗
の
『
中
経
』
が
も
っ
と
も
古
い
と
す
る
。

（
24
）
岡
崎
前
掲
「
支
那
史
学
思
想
の
発
達
」。

（
25
）
前
掲
『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』
解
説
、
戸
川
前
掲
「
四
部
分
類
と
史
籍
」
な
ど
。

（
26
）
戸
川
前
掲
「
四
部
分
類
と
史
籍
」。

（
27
）
佐
藤
前
掲
「『
史
記
』
の
体
裁
上
の
特
色
」。

（
28
）
こ
こ
で
は
前
漢
時
代
に
関
す
る
例
を
中
心
と
し
て
、
特
徴
的
な
書
物
を
あ
げ
た
が
、
後
漢
時
代
よ
り
以
降
の
書
物
の
分
析
も
必
要
で
あ
る
。

（
29
）
秦
漢
時
代
で
は
、
睡
虎
地
秦
簡
の
ほ
か
に
龍
崗
秦
簡
や
、
岳
麓
書
院
所
蔵
秦
簡
、
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』、
睡
虎
地
漢
墓
簡
牘
な
ど
の
律
令
が
あ
る
。

（
30
）
藤
田
純
子
「
唐
代
の
史
学―

前
代
史
修
撰
と
国
史
編
纂
の
間
」（『
史
窓
』
三
三
、　
�
九
七
五
年
）、
池
田
温
「
正
史
の
で
き
る
ま
で―

唐
書
を
例
と
し
て
」（『
中

国
の
歴
史
書
』
尚
学
図
書
、
�
九
八
二
年
）
な
ど
。

（
31
）
内
藤
湖
南
『
支
那
史
学
史
』
な
ど
。

（
32
）
こ
の
説
は
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
の
集
解
が
引
く
如
淳
の
説
に
、『
漢
旧
儀
』
を
引
く
考
証
と
同
じ
で
あ
る
。
王
国
維
「
太
史
公
行
年
考
」
は
こ
れ
を
妥
当
で



八
六

は
な
い
と
し
、
佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』
第
五
章
「
司
馬
遷
の
官
歴
」
に
も
考
証
が
あ
る
。

（
33
）
佐
藤
前
掲
「『
史
記
』
の
体
裁
上
の
特
色
」
で
は
、《
太
史
公
書
》
が
『
史
記
』
と
な
る
の
は
後
漢
霊
帝
の
頃
で
、
名
称
の
変
化
は
経
書
か
ら
史
書
へ
の
意
識
の

変
化
を
意
味
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
�
〇
年
�
二
月
�
八
日
に
広
州
曁
南
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
古
文
献
与
嶺
南
文
化
国
際
学
術
研
討
会
曁
中
国
史
記
研
究
会
第
九
届
年
会
」
の

報
告
論
文
を
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
曁
南
大
学
中
国
文
化
史
籍
研
究
所
の
張
玉
春
先
生
を
は
じ
め
、
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
諸
先
生
に
感
謝
し
た
い
。


